
案件
番号

敷地の地名・地番 建築物の用途 適用条文

1 館山市 一戸建ての住宅 法第43条第１項

2 香取市 住宅兼倉庫 法第43条第１項

3 山武郡横芝光町
作業場（ライスセン
ター）併用事務所

法第43条第１項

4 富津市 一戸建ての住宅 法第43条第１項

5 山武郡九十九里町 一戸建ての住宅 法第43条第１項

6 勝浦市 一戸建ての住宅 法第43条第１項

7 鎌ケ谷市 一戸建ての住宅 法第43条第１項

8 浦安市 一戸建ての住宅 法第43条第１項

9 香取市 一戸建ての住宅 法第43条第１項

10 茂原市 一戸建ての住宅 法第43条第１項

11 東金市 一戸建ての住宅 法第43条第１項

12 東金市
倉庫業を営まない倉

庫
法第43条第１項

13 流山市
道路上空通路（物品
販売業を営む店舗）

法第44条第1項第4号

14 流山市
市民総合体育館（観

覧場）
法第48条第6項
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